
建築物の類型表

建築物の類型 第１類（標準的なもの）

一　物流施設 車庫，倉庫，立体駐車場等

二　生産施設 組立工場等

三　運動施設
体育館、武道館、スポーツジム
等

四　業務施設 事務所等 銀行、本社ビル、庁舎等

五　商業施設
店舗、料理店、スーパーマー
ケット等

六　共同住宅
公営住宅、社宅、共同住宅、寄
宿舎等

七　教育施設
幼稚園、小学校、中学校、高等
学校等

八　専門的教育・研究施設 大学、専門学校等

九　宿泊施設 ホテル、旅館等

十　医療施設 病院、診療所等

十一　福祉・厚生施設
保育園、老人ホーム、老人保健
施設、リハビリセンター、多機
能福祉施設等

十二　文化・交流・公益施
設

公民館、集会場、コミュニティ
センター等

十三　戸建住宅（詳細設計
及び構造計算を必要とす
るもの）

戸建住宅

十四　戸建住宅（詳細設計
を必要とするもの）

戸建住宅

十五 その他の戸建住宅 戸建住宅

（令和６年度国土交通省告示第８号　別添２）

―

―

―

映画館、劇場、美術館、博物
館、図書館、研修所、警察署、
消防署等

―

総合病院等

ホテル（宴会場等を有するも
の）、保養所等

立体倉庫，物流ターミナル等

第２類（複雑な設計等を必要と
するもの）

建築物の用途等

屋内プール、スタジアム等

化学工場、薬品工場、食品工
場、特殊設備を付帯する工場等

※赤囲み部分・・・建築工事に求める施工実績に該当する施設
※青囲み部分・・・電気設備工事，機械設備工事の施工実績に該当する施設

大学（実験施設等を有するも
の）、専門学校（実験施設等を
有するもの）、研究所等

―

―

百貨店、ショッピングセン
ター、ショールーム等
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